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ＪＴＲＥＣ主催 旅行ＥＤＩ研究会運用規則 

 

第１条（引継ぎと規則の制定）ＮＰＯ法人旅行電子商取引促進機構（以下ＪＴＲＥＣ

という）は、従来任意団体の旅行電子商取引促進機構が主催をしてきた旅行ＥＤＩに

関する各種研究会について、旅行ＥＤＩ研究会運用規則（以下本規則という）を以下

のように定め新しい研究会活動として引き継ぐこととする。 

第２条（研究活動の目的と場の設置）ＪＴＲＥＣは、技術上また実用上の諸課題を研

究して旅行関連の各種商品や情報が、国内のみならず国際的な電子商取引に対応でき

るようにするために、ＪＴＲＥＣの事業活動として新たに研究活動の場を設ける。 

第３条（研究会の名称）前条の研究活動の場を旅行ＥＤＩ研究会（以下本研究会とい

う）と称する。 

第４条（研究会の構成）本研究会の参加者は、ＪＴＲＥＣの会員の全てと、ＪＴＲＥ

Ｃの会員以外で参加を希望する個人及び団体で、本規則の定めを満たした者により構

成する。なお、本研究会の活動を効果的に推進するために、ＪＴＲＥＣでは特定の個

人や団体を、特別会員として参加を要請することがありえるものとする。 

第５条（参加申し込み及び退会）本研究会のみの参加者は、ＪＴＲＥＣの会員２名の

推薦を得て、本研究会が定める入会申込書に必要事項を記入して、本研究会事務局に

参加を申し込むこととする。入会はＪＴＲＥＣの理事会の承認を経るものとする。ま

た退会をする場合には、退会申込書に記入をして同様に事務局に退会を申し入れるこ

ととする。 

第６条（入会金及び年会費）本研究会のみに参加をする場合には、附則に定める入会

金及び年会費を払い込むこととする。また、途中退会をする場合には、既に払い込ま

れた入会金及び年会費の返却は行なわないこととする。なお、特別会員はこれら費用

の納入はないものとする。 

第７条（研究会の活動年度）本研究会の活動年度は、毎年４月１日から翌年３月３１

日までとする。 

第８条（委員会等の設置）本研究会の活動を推進するために、本規則の附則に定める

委員会及び部会等を設ける。研究活動は、原則的に年度計画を明示して計画的にかつ

効果的に推進できるようにする。必要により年度途中での委員会や部会等の改廃も可

能とする。また、本研究会の活動に役に立つ他の機関主催の研究会及び標準化に関す

る会議等にも、積極的に委員を送り連携した活動が推進できるようにする。 

第９条（研究活動の推進者の選任）前条の本研究会の活動を推進するために必要な体
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制は、ＪＴＲＥＣの理事会で決めることとする。 

第１０条（研究会の事務局）本研究会の事務局は、ＪＴＲＥＣの事務局が担当するこ

ととする。 

第１１条（本規則の改廃）本規則はＪＴＲＥＣの理事会において改廃を行なう。 

第１２条（本規則の適用）本規則は、平成１９年１０月１日から適用する。 

 

附則 

旅行ＥＤＩ研究会運用規則に対する附則を以下のように定める。 

１．（研究会に設置する委員会及び部会等） 

以下に平成２０年度の研究会に設置する委員会及び部会等を示す。 

（１） 国際標準化委員会 旅行関連業界での利用を考慮して、国際標準にかかわるＥ

ＤＩ技術全般及び標準化策定について幅広く研究及び開発や検討を行なう。 

（２） 利用促進委員会 国際ＥＤＩをわが国で活用するための諸課題を幅広く研究

し、活用が実現するように対応を検討する。 

（３） 国際標準化部会 旅行関連業界におけるＥＤＩ標準化に関する具体的な研究、

開発や検討課題に対して、必要な作業を行なうことを目的に随時実施する。 

２．（入会金及び年会費） 

ＮＰＯの会員（ＪＴＲＥＣ）は無償とする。 

研究会のみに参加をする個人及び法人は、以下の入会金及び年会費を支払うこととす

る。なお、研究会年度の下半期から入会の場合は、入会金及び年会費は半額とする。 

入会金 個人の場合 １万円、  法人の場合 ５万円 

年会費 個人の場合 １万円、  法人の場合 ５万円 

３．（適用） 

本附則は平成２０年４月１日より適用するものとする。 

 

以上 


